
大 会 要 綱

1： 公 認 大 会
J.H.F.・ B級 公 認 大 会 と す る

2： 参 加 資 格
J.H.F. フ ラ イ ヤ ー 会 員 登 録 証 が 有 効 な 者 で 、 J.H.F. HG・ B級 証 以 上 所 有 者

3： 参 加 機 体
F.A.I.ク ラ ス １ に 限 る 。 使 用 機 体 は 原 産 国 の 運 用 限 界 が 明 記 さ れ た 物 と す る
1stク ラ ス 及 び 2ndク ラ ス の 選 手 は エ ン ト リ ー No.を セ ー ル に テ ー プ で 張 り 、 遠 く か ら み て 分
か る よ う に す る 。

4： 参 加 機 体 の 変 更
原 則 と し て 、 同 機 種 ・ 同 サ イ ズ と す る
破 損 に よ り 修 理 不 能 の 機 体 変 更 は 、 競 技 委 員 長 の 判 断 に よ り 他 機 種 ・ 他 サ イ ズ の も の に 変
更 す る こ と が で き る
変 更 の 際 は 、 書 面 に て 競 技 委 員 長 に 機 体 変 更 申 請 を 提 出 し 、 機 体 検 査 を 受 け る こ と

5： 装 備
ヘ ル メ ッ ト （ 強 度 の あ る 物 ） 、 パ ラ シ ュ ー ト （ 120日 以 内 に リ パ ッ ク さ れ た も の ） 、 サ ブ ラ
イ ン 、 ロ ッ ク 付 き カ ラ ビ ナ を 必 ず 装 備 す る こ と
飛 行 中 は ス カ イ レ ジ ャ ー 無 線 を 使 用 す る

6： フ ラ イ ト の 成 立 及 び 大 会 成 立
フ ラ イ ト の 成 立 は ゲ ー ト オ ー プ ン 累 計 時 間 が （ 受 付 選 手 数 ×２ 分 以 上 /ラ ン チ ャ ー 台 数 ） 以
上 で あ る 、 或 い は 当 日 参 加 選 手 （ キ ャ ン セ ル を 除 く ） が 全 員 テ イ ク オ フ し デ イ ク オ リ テ ィ
が プ ラ ス で あ れ ば 成 立 す る
最 低 １ 本 の フ ラ イ ト 成 立 で 大 会 成 立 と す る ．

7： 順 位 の 決 定
大 会 期 間 中 の 合 計 得 点 で 順 位 を 決 定 す る
１ ０ 位 以 内 の 選 手 の 合 計 得 点 が 同 点 の 場 合 、 ゴ ー ル し た 数 の 多 い 方 が 上 位 と す る

8： 大 会 役 員 の 権 限
大 会 中 は 、 大 会 役 員 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い
競 技 に 支 障 を 来 す 行 為 を し た 選 手 は 、 大 会 役 員 の 判 断 で そ の 日 の フ ラ イ ト を 失 格 或 い は 大
会 失 格 と す る 場 合 が あ る

9： フ ラ イ ト 失 格
雲 中 飛 行 ・ 飛 行 禁 止 空 域 フ ラ イ ト ・ 空 中 接 触 ・ 帰 着 申 告 時 間 内 未 提 出 ・ フ ラ イ ト ル ー ル 違
反 の 他 、 危 険 な 飛 行 と 判 断 さ れ る 場 合 そ の フ ラ イ ト を 失 格 と す る 場 合 が あ る

10： 大 会 失 格
危 険 行 為 ・ 不 正 行 為 ・ 飛 行 禁 止 空 域 内 ラ ン デ ィ ン グ ・ 大 会 規 定 に 違 反 し た 選 手 は 、 大 会 役
員 会 に 諮 り 大 会 失 格 と す る 場 合 が あ る

11： 事 故 及 び 損 害 賠 償
大 会 期 間 中 、 万 一 事 故 ・ 傷 害 や 損 害 が 生 じ た 場 合 、 大 会 規 定 ・ エ リ ア ル ー ル に 則 り 本 人 の
責 任 に 於 い て 速 や か に 処 置 し 、 本 部 に 報 告 す る こ と
又 、 主 催 者 や 大 会 関 係 者 に 対 し て 責 任 追 及 、 損 害 賠 償 な ど の 請 求 を 決 し て 行 わ な い こ と

12： 抗 議
抗 議 申 し 立 て は 、 ト ラ ブ ル 発 生 後 一 時 間 以 内 に 文 書 で 供 託 金 20,000円 を 添 え て 競 技 委 員 長
に 提 出 す る こ と

13： 公 式 掲 示 板
公 式 掲 示 板 を 大 会 本 部 及 び テ イ ク オ フ に 設 置 し 、 当 日 の フ ラ イ ト 内 容 及 び 成 績 な ど を 発 表
す る の で 、 選 手 は 公 式 掲 示 板 を 確 認 す る こ と

14： ア ウ ト サ イ ド
ア ウ ト サ イ ド を し た 者 は 、 必 ず ア ウ ト サ イ ド 申 告 を 行 う こ と 。


